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宇城市地域防災計画      本編修正箇所新旧対照表（案）             

頁 現行（令和７年６月修正） 修正案 修正理由 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

第２章 予防 

第１節 災害に強い組織・ひとづくり 

第２ 地域防災力の強化 

■平常時の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 防災知識の普及 

１ 市職員に対する防災教育 

(1)  研修の実施 

市職員に対する防災知識、役割の分担等に関する次の研修

の実施に努める。 

 

第２章 予防 

第１節 災害に強い組織・ひとづくり 

第２ 地域防災力の強化 

■平時の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 防災知識の普及 

１ 市職員に対する防災教育 

(1)  研修の実施 

市職員に対する防災知識、役割の分担等に関する次の研修

の実施に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

県防災計画

の内容を反

映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 防災訓練等への参加 

○ 避難場所や災害危険箇所の確認 

○ 家族等の連絡方法や集合方法 

○ 災害情報の取得方法 

○ 住宅の耐震補強や家具等の転落防止策 

○ 市情報メールや県防災メールサービスの登録 

○ 最低３日分（推奨１週間分）の食料・飲料水・生活必

需品の備蓄 

○ 非常持ち出し品（非常食、マイナンバーカード、おく

すり手帳（コピーでも可）、着替え、懐中電灯、ラジオ

等）の準備 

  ○ 自家用車も含めた事前避難先の確保 

○ 防災訓練等への参加  

○ 避難場所や災害危険箇所の確認  

○ 家族等の連絡方法や集合方法  

○ 災害情報の取得方法 ○ 住宅の耐震補強や家具等の転落防止

策  

○ 市情報メールや県防災メールサービスの登録 

 ○ 最低３日分（推奨１週間分）の食料・飲料水・生活必需品

の備蓄 

 ○ 非常持ち出し品（非常食、健康保険証、お薬手帳、着替え

等）の準備 

【新規】 
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40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 住民に対する防災知識の普及 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 応急活動体制の整備 

項    目 担       当 

第１ 防災拠点施設の整備 市民対策部、関係各部 

第２ 情報収集・伝達体制の整

備 

市民対策部、市長政策対策部 

第３ 応援体制の整備 市民対策部、総務対策部、関係

各部 

第４ 救急・救助体制の整備 市民対策部、保健衛生対策部 

 

 

 

 

 

 

 

２ 住民に対する防災知識の普及 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 応急活動体制の整備 

項    目 担       当 

第１ 防災拠点施設の整備 市民対策部、関係各部 

第２ 情報収集・伝達体制の整

備 

市民対策部、企画振興対策部 

第３ 応援体制の整備 市民対策部、総務対策部、関係

各部 

第４ 救急・救助体制の整備 市民対策部、保健衛生対策部、

 

 

その他修正 

 

 

 

 

 

 

 

その他修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他修正 
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【新規】 

第５ 応急医療体制の整備 保健衛生対策部 

第６ 災害ボランティア計画

の整備 

福祉対策部、社会福祉協議会 

第７ 緊急輸送体制の整備 市民対策部、福祉対策部、土木

対策部、社会福祉協議会 

第８ 避難体制の整備 市民対策部、福祉対策部、教育

対策部 【新規】 

第９ 要配慮者支援体制の整

備 

福祉対策部、土木対策部 

第10 給水体制の整備 土木対策部 

第11 備蓄・調達体制の整備 市民対策部、市長政策対策部、

関係各部 

第12 衛生・清掃体制の整備 保健衛生対策部 

第13 業務継続計画（ＢＣＰ）

の整備 

市民対策部、関係各部 

第14 受援計画の整備 市民対策部、市長政策対策部 

 

第８ 避難体制の整備 

１ 避難所整備 

(3) 避難所機能の整備 

 

 

 

 

 

福祉対策部 

第５ 応急医療体制の整備 保健衛生対策部 

第６ 災害ボランティア計画

の整備 

福祉対策部、社会福祉協議会 

第７ 緊急輸送体制の整備 市民対策部、福祉対策部、土木

対策部、社会福祉協議会 

第８ 避難体制の整備 市民対策部、福祉対策部、教育

対策部、土木対策部 

第９ 要配慮者支援体制の整

備 

福祉対策部、土木対策部 

第10 給水体制の整備 土木対策部 

第11 備蓄・調達体制の整備 市民対策部、企画振興対策部、

関係各部 

第12 衛生・清掃体制の整備 保健衛生対策部 

第13 業務継続計画（ＢＣＰ）

の整備 

市民対策部、関係各部 

第14 受援計画の整備 市民対策部、企画振興対策部 

 

第８ 避難体制の整備 

１ 避難所整備 

(3) 避難所機能の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他修正 

 

 

○ 災害対策本部と相互連絡を行うための通信機器の設備 

○ 避難生活の環境を良好に保つための空調、換気、照明等の設備 

○ 洋式トイレやマンホールトイレ等の設備 

○ 災害対策本部と相互連絡を行うための通信機器の設備 

○ 避難生活の環境を良好に保つための【新規】換気、照明等の設 備 

○ 洋式トイレやマンホールトイレ等の設備 
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50 

 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 避難路の整備 

（２）要配慮者への対応 

 

 

 

 

 

 

 

第11 備蓄・調達体制の整備 

１ 飲料水、食料、生活物資、資器材の整備 

住民・事業者は、災害に備えて、平時から最低３日間（推奨

１週間分）の飲料水、食料、生活物資を備蓄するよう努める。 

【新規】 

 

 

２ し尿処理体制の整備 

(2) 運搬管理体制の整備 

避難所等のし尿の収集が早急に処理されるよう必要な計

画を検討する。また、災害が長期化したときは、災害用仮設

トイレの収容量にも限界があるので、し尿の運搬・処理体制

を検討する。 

【新規】 

 

 

 

 

２ 避難路の整備 

（２）要配慮者への対応 

 

 

 

 

 

 

 

第11 備蓄・調達体制の整備 

１ 飲料水、食料、生活物資、資器材の整備 

住民・事業者は、災害に備えて、平時から最低３日間（推奨

１週間分）の飲料水、食料、生活物資を備蓄するよう努める。

学校体育施設の空調施設を使用に際して、停電時の電源供給に

必要となる発電機、燃料などの確保するよう努める。 

 

２ し尿処理体制の整備 

(2) 運搬管理体制の整備 

避難所等のし尿の収集が早急に処理されるよう必要な計

画を検討する。また、災害が長期化したときは、災害用仮設

トイレの収容量にも限界があるので、し尿の運搬・処理体制

を検討する。 

小中学校に整備しているマンホールトイレは地下ピット型

となっている。災害用仮設トイレだけでなく、マンホールトイ

レについても体制の確立を要する。 

 

 

 

 

 

県防災計画

の内容を反

映 

 

 

 

 

 

その他修正 

 

 

 

 

 

 

 

その他修正 

 

 

 

 

 

 

○ 視聴覚障がい者に対する伝達方法・手段の検討 

○ 高齢者・妊産婦・乳幼児・障がい者・傷病者・外国人

等への安全な避難誘導体制の検討 

○ 本庁、支所、地区内での要配慮者への対応者の確保 

○ 視聴覚障がい者に対する伝達方法・手段の検討 

○ 高齢者・障がい者・幼児・新規・外国人等への安全

な避難誘導体制の検討 

○ 本庁、支所、地区内での要配慮者への対応者の確保 
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54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 風水害等応急 

第１節 応急活動体制 

第１ 職員の動員配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 風水害等応急 

第１節 応急活動体制 

第１ 職員の動員配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他修正 
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61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事務分掌 

■宇城市災害対策本部の組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事務分掌 

■宇城市災害対策本部の組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他修正 
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62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■宇城市災害対策本部の構成表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■宇城市災害対策本部の構成表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他修正 
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63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■宇城市災害対策本部の事務分掌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2節 情報収集・伝達 

第１ 気象関連情報の伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■宇城市災害対策本部の事務分掌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2節 情報収集・伝達 

第１ 気象関連情報の伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県防災計画

の内容を反

映 
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74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７ 所轄施設の被害調査 

１ 各部の調査内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 災害広報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７ 所轄施設の被害調査 

１ 各部の調査内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 災害広報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 住民への広報活動 

 

 

 

 

 

その他の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の修

正 
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78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 住民への広報活動 

関係各部は、広報活動に必要な情報、資料を市長政策対策部に

提供する。 

総務対策部・市民対策部・市長政策対策部は、時期に配慮し、

適切な手段と内容の住民広報を行う。 

（中略） 

また、市長政策対策部は、各対策部が状況に応じて記録した災

害に関する写真、ビデオ等をとりまとめる。 

 

第２ 報道機関への協要請及び対応 

１ 協力要請 

市長政策対策部は、報道機関に対し、必要に応じて避難勧告

等災害情報の報道を要請する。 

２ 情報提供 

市長政策対策部は、報道機関に対し、適宜、記者会見等によ

り災害情報の提供を行う。 

その際には、情報の不統一を避けるため、広報ルートの一元

化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係各部は、広報活動に必要な情報、資料を企画振興対策部に

提供する。 

総務対策部・市民対策部・企画振興対策部は、時期に配慮し、

適切な手段と内容の住民広報を行う。 

（中略） 

また、企画振興対策部は、各対策部が状況に応じて記録した災

害に関する写真、ビデオ等をとりまとめる。 

 

第２ 報道機関への協要請及び対応 

１ 協力要請 

企画振興対策部は、報道機関に対し、必要に応じて避難勧告

等災害情報の報道を要請する。 

２ 情報提供 

企画振興対策部は、報道機関に対し、適宜、記者会見等によ

り災害情報の提供を行う。 

その際には、情報の不統一を避けるため、広報ルートの一元

化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他修正 

 

 

 

 

 

 

 

その他修正 
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93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 水害等の警戒・拡大防止 

第１水防体制の確立 

３ 配備体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 水害等の警戒・拡大防止 

第１水防体制の確立 

３ 配備体制 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 - 12 - 

 

96 

 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 医療・救護活動 

第２救護所の設置 

保健衛生対策部は、救護所を原則として避難所となる【新規】学

校等に設置するとともに、状況に応じて災害現場に近い公民館、

集会所等の公共施設、一般診療所にも設置する。また、病院等と

協力して救護所の医療環境を整える。 

 

第６ 被災者の健康管理 

保健衛生対策部は、保健所等と連携し、避難生活の長期化やラ

イフラインの長期停止等により被災者及び災害対策従事者の健康

が損なわれることのないよう、避難所、仮設住宅等において【新

規】保健活動を行う。 

 

第10節 避難対策 

第10 開設の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 医療・救護活動 

第２救護所の設置 

保健衛生対策部は、救護所を原則として避難所となる防災拠点セ

ンターや学校等に設置するとともに、状況に応じて災害現場に近

い公民館、集会所等の公共施設、一般診療所にも設置する。また、

病院等と協力して救護所の医療環境を整える 

 

第６ 被災者の健康管理 

保健衛生対策部は、保健所等と連携し、避難生活の長期化やラ

イフラインの長期停止等により被災者及び災害対策従事者の健

康が損なわれることのないよう、避難所、仮設住宅等において熊

本県災害時保健活動マニュアルを参考に保健活動を行う。 

 

第10節 避難対策 

第10 開設の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他修正 

 

 

 

 

 

 

その他修正 

 

 

 

 

 

 

その他修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  各対策部が電話等により避難所開設を施設の管理者（学校

長等）に要請する。 

また、夜間・休日は避難所派遣職員が行う。 

○ すでに避難者があるとき、とりあえず広いスペースに誘導

する。 

○ 要配慮者専用スペースを確保し、案内する。 

○  避難者収容スペースの決定・誘導 

○ 【新規】 電話等により避難所開設を施設の管理者（学校長

等）に要請する。 

また、夜間・休日は避難所派遣職員が行う。 

○ すでに避難者があるとき、とりあえず広いスペースに誘

導する。 

○ 要配慮者専用スペースを確保し、案内する。 

○  避難者収容スペースの決定・誘導 
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121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 

 

 

 

 

131 

 

 

 

 

 

第12節 生活救援活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第14節 し尿・清掃・がれき対策 

第2 仮設トイレの設置 

保健衛生対策部は、大規模な災害が発生したとき、仮設トイレ

を設置する。仮設トイレは、宇城市環境衛生組合との協定により

組合加盟業者が設置する。なお、調達ができない場合は、県に要

請する。 

第３ し尿の処理 

保健衛生対策部は、宇城広域連合と協力して収集・処理の体制

を確立し、貯留したし尿の収集・処理計画を策定する。 

し尿の収集は、宇城市環境衛生組合との協定に基づき、組合加

盟業者が収集、運搬を行い、処理施設において処理する。収集・

処理が困難なときは、近隣市町村へ応援要請を行う。 

 

第12節 生活救援活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14節 し尿・清掃・がれき対策 

第2 仮設トイレの設置 

保健衛生対策部は、大規模な災害が発生したとき、仮設トイレ

を設置する。仮設トイレは、宇城広域衛生組合との協定により組

合加盟業者が設置する。なお、調達ができない場合は、県に要請

する。 

第３ し尿の処理 

保健衛生対策部は、宇城広域連合と協力して収集・処理の体制

を確立し、貯留したし尿の収集・処理計画を策定する。 

し尿の収集は、宇城広域衛生組合との協定に基づき、組合加盟

業者が収集、運搬を行い、処理施設において処理する。収集・処

理が困難なときは、近隣市町村へ応援要請を行う。 
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第17節 文教対策 

第２ 避難所への協力支援 

１ 開設への協力 

学校長は、災害により避難者があったとき、又は本部より避

難所開設の指示があったとき、教職員等の協力をえて施設を開

放し、避難者の収容に努める。その後、直ちに災害対策本部に

その旨を連絡する。 

 

第４章 震災応急対策計画 

第３節 災害広報 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7節 二次災害の防止対策 
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第１ 危険箇所の安全対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９節 交通対策・緊急輸送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 危険箇所の安全対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９節 交通対策・緊急輸送 
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第12節 生活救援活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第12節 生活救援活動 
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